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今ill質、広渡曲直1．2肋こわたり掘削2万㍍を見込み本年11月完成予定。

人のうこき（繕謹言基）

人　　口　　9，972人　（＋0）

男　　　　4　767　　（＋10）

女　　　5，205　　（△10）

騰語数　　2．684戸　（＋10）

（）内は前月比

i
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五
　
日
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、
中
元
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∴
椀
の
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念
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日
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用
の
丑

今
月
の
メ
モ

。
　
午
前
中
を
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効
に

。
－
亦
猟
の
シ
ー
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。
　
日
射
病
の
予
防
を

o
　
夏
の
ス
モ
ッ
グ
に
注
憩
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・上】

］
　
全
国
安
全
週
間
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L
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の
節
句
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あたたかいめなたの心が非行を防　ぐ
主唱　法務省　e社会を明るくする運動、月間　　7月1日－31日

国
土
調
査
の
基
準
点
再
測
量

に
つ
い
て
の
お
願
い

ヶ
基
準
点
〟
と
は
、
測
量
を
す
る
時
に
絶
対
必
要
な
基
点
で
す
。

本
町
に
於
け
る
国
土
調
査
率
業
は
、

昭
和
三
九
年
に
始
め
、
過
去
十
年
と
い

う
長
い
期
間
を
経
て
釆
ま
し
た
が
、
こ

の
間
に
あ
っ
て
は
、
各
地
区
委
員
さ
ん

を
は
じ
め
、
住
民
の
皆
様
方
の
理
解
あ

る
ご
協
力
に
よ
り
ま
し
て
、
昭
和
四
九

年
度
中
に
は
、
全
地
区
完
了
の
予
定
で

あ
り
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
暁
に
完
了
地
区
を

始
め
、
現
在
実
施
中
の
区
地
に
於
て
も

多
数
の
基
準
点
が
減
失
、
又
、
紛
失
し

て
お
り
、
住
民
の
皆
様
に
は
勿
論
の
こ

と
、
町
当
局
と
し
ま
し
て
も
、
非
常
に

支
障
を
来
た
し
て
お
る
次
第
で
あ
り
ま

す
。
皆
様
に
は
、
既
に
御
承
知
の
こ
と

と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
基
準
点
は
、
国

土
調
査
の
事
業
中
に
於
で
も
、
又
、
こ

の
事
菜
完
了
後
に
於
て
も
大
変
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
ま
す
。

現
在
こ
の
基
準
点
の
紛
失
、
減
失
個

所
が
多
い
た
め
に
、
皆
様
か
ら
申
話
さ

れ
る
、
公
共
用
地
と
私
有
地
の
魂
界
査

定
を
始
め
、
道
路
弦
幅
等
の
用
地
買

収
、
そ
の
他
恐
々
の
工
項
、
寧
薬
等
に

於
て
、
い
た
づ
ら
に
時
間
を
費
す
こ
と

が
多
く
、
住
民
皆
様
方
の
恵
に
添
え
ぬ

こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
又
、
皆
様
方

に
於
て
も
、
自
分
の
土
地
を
分
筆
し
た

い
時
、
売
買
、
転
用
、
隣
地
と
の
塊
界

が
不
明
な
時
等
色
々
あ
る
か
と
思
い
ま

す
が
、
こ
ん
な
時
に
こ
の
基
点
さ
え
あ

れ
ば
簡
単
に
処
理
も
出
来
、
こ
れ
ら
に

か
か
る
賀
用
も
大
幅
に
軽
減
さ
れ
る
こ

と
は
い
う
遙
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ

う
な
時
間
の
無
駄
、
経
費
の
無
駄
を

省
く
た
め
に
、
こ
の
た
び
、
昭
和
四
八

年
、
四
九
年
の
二
ヶ
年
に
於
て
、
基
準

点
の
再
測
並
を
計
画
し
、
既
に
測
昼
の

段
階
に
入
り
、
こ
の
軍
楽
に
着
手
し
て

お
り
ま
す
。
国
土
調
査
の
時
に
は
、
こ

の
基
準
点
に
木
椀
を
打
込
ん
だ
個
所
も

あ
り
ま
し
た
が
、
今
度
の
野
菜
で
は
、

凡
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
杭
、
又
は
、
鋲
に

よ
り
新
設
、
復
元
を
行
い
ま
す
。

今
後
、
こ
の
或
要
な
基
準
点
が
滅

失
、
紛
失
、
き
損
等
の
な
い
よ
う
に
、

又
、
こ
の
測
述
時
に
於
て
刺
通
士
等
が

私
有
地
に
立
入
る
車
も
あ
り
ま
す
の

で
、
何
卒
よ
ろ
し
く
ご
理
解
、
ご
協
力

下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す。参
考
（
国
土
調
査
法
抜
拳
）

※
三
十
一
条
　
何
人
も
、
き
損
、
移
転

そ
の
他
の
行
為
に
よ
り
標
識
等
の
効

用
を
著
し
て
は
な
ら
な
い
。

※
三
十
五
条
　
前
項
の
規
定
に
避
反
し

た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
、

五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

遠
賀
町
義
援
計
画
に
関
す

る
農
用
地
利
用
計
画
（
案
）

の
縦
覧
に
つ
い
て

農
振
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
農
用
地
利
用
訂
－
脚
の
案
を
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
し
て
い
ま
す
の
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
又
、
農
用
地
区
域
内
に

あ
る
土
地
の
所
有
者
、
そ
の
他
そ
の
上

地
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
は
農
用
地

利
用
計
画
の
案
に
対
し
異
議
が
あ
る
と

き
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
町
に
異
謎

の
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

「○○

1
　
雛
墟
期
間

自
　
昭
和
四
八
年
六
月
二
九
日

至
　
昭
和
四
八
年
七
月
二
八
日

2
　
縦
覧
場
所

遠
賀
町
役
場
　
産
業
課

登
録
印
か
ん
（
実
印
）

の
提
示
に
つ
い
て

印
鑑
証
明
郵
務
の
能
率
化
の
た
め
昨

年
八
月
か
ら
証
明
書
は
超
子
複
写
機
に

よ
り
発
行
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
役

場
備
え
付
け
の
印
鑑
登
録
票
を
新
し
く

蕾
き
換
え
登
録
印
か
ん
を
押
印
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
昭
和
四
十
七
年

七
月
三
十
一
日
ま
で
に
印
鑑
登
録
申
請

を
し
た
方
で
、
同
年
八
月
一
日
以
降
現

在
ま
で
刷
鑑
証
明
書
の
交
付
請
求
ま
た

は
、
叢
録
印
か
ん
を
提
示
さ
れ
た
こ
と

の
な
い
方
は
、
新
し
い
印
鑑
登
録
票
に

登
録
印
か
ん
の
押
印
が
完
了
し
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
該
当
者
は
で
き
る
だ
け
早

め
に
「
登
録
印
か
ん
」
を
住
民
係
に
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

（
留
意
事
項
）

1
　
登
録
印
か
ん
が
、
き
損
、
ま
滅
し

て
い
ろ
場
合
ま
た
は
、
三
文
判
で
登

録
し
て
い
る
場
合
は
、
新
た
に
改
印

の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

2
　
引
き
続
き
印
鑑
登
録
の
慈
恵
の
な

い
万
は
廃
却
屈
を
し
て
く
だ
さ
い
。

更
生
保
護
事
業
資
金
に

つ
い
て
お
願
い

罪
を
犯
し
た
人
は
、
い
ろ
い
ろ
刑
罰

を
受
け
て
そ
の
償
い
を
し
ま
す
が
、
ま

た
家
庭
に
帰
っ
て
社
会
人
と
し
て
生
活

す
る
閲
に
、
持
び
過
ち
を
く
り
返
す
こ

と
の
な
い
よ
う
立
派
に
更
生
さ
せ
る
こ

と
は
、
私
た
ち
の
社
会
を
明
る
く
住
み

よ
い
も
の
と
す
る
上
か
ら
短
め
て
大
切

な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
趣
旨
か
ら
法
務
大
臣
の
委
嘱
を

受
け
た
保
護
司
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に

お
い
て
、
現
在
、
少
年
で
保
護
処
分
に

付
さ
れ
た
人
、
少
年
院
仮
退
院
、
刑
務

所
仮
釈
放
者
、
刑
の
執
行
猶
予
者
、
補

導
院
、
売
春
法
違
反
の
仮
退
院
者
の
身

上
相
談
や
職
業
斡
旋
等
に
応
じ
て
指

導
、
授
悲
し
、
本
人
の
更
生
を
助
け
ろ

と
と
も
に
社
会
の
安
全
と
福
祉
を
守
る

た
め
に
努
力
し
て
お
り
ま
す
が
、
保
謹

司
の
活
動
に
は
い
ろ
い
ろ
悩
み
が
あ
り

呼
紫
を
推
進
す
る
た
め
に
要
す
ろ
経
費

の
調
達
に
は
非
常
り
輩
癒
し
て
お
り
ま

す
。
保
護
司
は
給
与
の
な
い
国
家
公
務

員
で
あ
り
ま
す
が
、
蒋
菜
費
に
対
し
て

も
何
ら
国
の
補
助
は
な
く
、
僅
か
に
関

係
市
町
の
助
成
に
よ
っ
て
運
営
し
て
お

り
ま
す
が
皆
さ
ま
の
ご
援
助
を
佃
が
ね

ば
な
ら
な
い
状
態
で
す
。

何
卒
こ
の
寧
柴
の
趣
旨
を
こ
理
解
下

さ
い
ま
し
て
、
今
後
と
も
物
心
両
面
に

わ
た
り
こ
援
助
賜
り
ま
す
よ
う
お
鯛
い

血
甲
し
上
げ
ま
す
。（

折
尾
区
検
察
庁
鵬
内
）

遠
賀
区
保
護
司
会

戸
籍
手
数
料
の
改
正

戸
籍
手
数
料
令
の
改
正
に
よ
り
去
る

七
月
一
口
か
ら
全
国
的
に
戸
籍
騰
抄
等

は
、
従
来
一
枚
に
つ
き
五
十
円
が
七
十

円
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。民

主
主
義
と
は
人
間
を

尊
重
す
る
こ
と

民
主
主
義
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、

人
間
を
尊
重
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
生

身
の
、
個
々
の
生
き
た
人
間
を
尊
重
す

る
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
、
民
主
主
義
の
社
会
に
あ
っ

て
は
、
何
よ
り
人
間
の
肉
体
が
大
謡
に

さ
れ
、
そ
の
生
命
が
尊
霹
さ
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
な
に
も
の
に
も
命
に
は
代
え
ら
れ

ぬ
」
と
か
、
「
生
命
あ
っ
て
の
も
の
だ

ね
」
と
か
い
う
こ
と
は
民
主
主
義
的
な

考
え
方
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。

メ
カ
ネ
の
わ
す
れ
も
の

去
る
六
月
二
十
日
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
検

診
の
時
メ
ガ
ネ
（
老
眼
鏡
）
を
わ
す
れ

て
あ
り
ま
す
。
役
場
保
健
衛
生
係
で
あ

ず
か
っ
て
い
ま
す
の
で
受
け
取
り
に
お

い
で
下
さ
い
。
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〝　規則正しい生活と親子の対話で非行防止．〟

．
言
求

税
務
大
学
校
普
通
科
研

修
生
の
募
集
に
つ
い
て

税
務
大
学
校
普
通
科
研
修
生
は
、
国

家
公
務
員
採
用
初
級
試
験
（
説
務
）
の

合
格
者
の
う
ち
か
ら
採
用
さ
れ
て
、
給

料
を
支
給
さ
れ
な
が
ら
一
年
間
の
研
修

を
受
け
、
卒
業
と
と
も
に
大
蔵
疎
務
宮

と
な
っ
て
税
務
署
に
勤
務
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

試
験
要
領
は
次
の
と
お
り
で
す
。
奮

っ
て
こ
応
募
く
だ
さ
い
。

l
　
受
験
費
格

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
日
か
ら
三
十

一
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
れ
た
男
子

2
　
願
書
受
付

七
月
二
十
日
～
八
月
三
日
（
金
）

人
事
院
九
州
事
務
局
へ

3
一
次
試
験

十
月
七
日
（
日
）

教
護
試
験
、
適
性
試
験
、
作
文
試
験

4
　
試
験
内
容

高
校
卒
業
程
度

5
　
採
用

人

四
十
九
年
四
月
一
日
付
　
九
州
で
約

三
五
〇
名

試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は

人
事
院
九
州
密
落
居

砥
話
〇
九
二
－
棉
－
七
七
一
三
二

福
岡
国
税
局

毎
話
〇
九
二
－
4
1
－
0
〇
三
一

若
松
説
落
雪

種
話
〇
九
一
ニ
ー
開
－
二
五
三
六

右
の
い
ず
れ
か
に
し
て
く
だ
さ
い
。

ゴ
ル
フ
場
の
従
業
員

募
集
に
つ
い
て

本
年
十
一
月
に
オ
ー
プ
ン
予
定
の
読

売
チ
サ
ン
．
コ
ル
フ
場
（
町
内
虫
生
活
、

上
別
府
地
内
に
造
成
中
）
の
従
業
員
募

集
が
次
の
と
お
り
実
施
さ
れ
ま
す
の
て

こ
希
望
の
方
は
応
募
下
さ
い
。

一
、
職
　
　
謡
　
ハ
ウ
ス
キ
ャ
デ
ー

二
、
応
募
人
員
　
若
干
名

三
、
勤
務
時
間
（
時
差
出
勤
制
度
）

早
出
　
七
時
三
〇
分

～
〓
ハ
時
三
〇
分

遅
出
　
九
時
0
0
分

～
一
八
時
0
0
分

（
送
迎
用
バ
ス
運
行
）

四
、
得
適

用
∴
給
与
　
ハ
ウ
ス
キ
ャ
デ
ー

六
万
～
八
万
円

準
ハ
ウ
ス
キ
ャ
デ
ー

四
・
五
万
～
六
万
円

の
　
保
健
厚
生

健
康
保
険
、
厚
生
年
金

失
業
保
険
、
労
災
保
険
あ
り

五
、
そ
の
他

ハ
ウ
ス
キ
ャ
デ
ー
募
集
に
つ
い

て
の
説
明
会
を
七
月
二
十
一
日

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
、
遠
賀

町
役
場
（
第
二
会
議
室
）
に
て

開
催
い
た
し
ま
す
。

応
募
先
又
は
問
合
せ
先

達
賀
田
虫
生
津
（
竹
中
土
木
K
・

K内）
読
売
チ
サ
ン
カ
ン
ト
リ
ー

ク
ラ
ブ
ゴ
ル
フ
場

砥
話
　
3
～
一
三
八
四
番

未
就
業
看
護
婦
の

再
就
職
促
進
に
つ
い
て

福
岡
県
で
は
看
護
婦
等
不
足
対
策
の

一
環
と
し
て
、
家
睦
に
在
る
米
就
業
看

護
婦
等
を
は
握
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ

ら
看
護
婦
等
の
就
職
を
容
易
に
す
る
た

め
静
習
会
等
を
行
な
い
再
就
職
の
促
進

を
は
か
ろ
こ
と
に
い
た
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
保
健
婦
、
助
産
婦
、
看
護
婦
、

准
看
護
婦
の
資
格
を
お
持
ち
で
末
就
業

の
方
は
も
れ
な
く
左
記
へ
お
届
け
く
だ

さい。な
お
毎
年
多
数
の
方
が
各
医
療
機
関

に
看
護
婦
と
し
て
再
就
職
さ
れ
て
お
り

ます。

記

一
、
届
出
期
間
　
六
月
二
十
日
か
ら

八
月
四
日
ま
で

二
、
届
出
先
　
遠
賀
保
健
所

能
話
〇
九
三
I
…
1
匹
〓
ハ
一

離
習
会
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、

遠
賀
保
健
所
に
宙
接
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。保

母
試
験
準
備
寵
習
会

開
催
に
つ
い
て

昭
和
四
十
八
年
第
二
回
保
母
試
険
が

八
月
下
旬
に
施
行
さ
れ
る
予
定
で
す
か

こ
の
受
験
準
備
諒
習
会
が
開
催
さ
れ
ま

す
の
で
、
希
望
者
は
最
寄
り
の
福
祉
事

務
所
か
、
役
場
厚
生
課
に
お
聞
合
せ
下

さ
い
。
な
お
、
申
込
み
期
限
は
七
月
十

六
日
（
月
）
ま
で
。

昭
和
4
8
年
度
高
性
能
農
業
機
械
（
大
型
ト
ラ
ク
タ
ー
）

研
修
生
募
集
に
つ
い
て

大
型
ト
ラ
ク
タ
ー
研
修
生
を
次
の
要
領
で
募
集
し
ま
す
。

○
研
修
の
場
所
　
宗
像
邪
宗
俵
田
大
字
油
滴

対
　
　
　
　
　
　
　
象

風
翔
利
別
訓
矧
1
工
鞠
菊
間
図
割
剣
劇
割
引
粛
劃

中
級
ト
ラ
ク
タ
ー

「
初
級
ト
ラ
ク
タ
い
技
能
」
の
資
格
を
有
す
る
者
。

◎
研
修
を
発
望
す
る
者
は
役
場
を
経
由
し
て
県
の
農
薬
技
術
課
に
申
込
ん
で
下

さ
い
。
（
詳
し
く
は
役
場
産
業
課
振
興
係
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
）

昭
和
4
8
年
度
高
性
能
農
業
機
械
利
用
技
能
者
の

検
定
試
験
実
施
に
つ
い
て

次
の
要
領
で
検
定
試
験
が
実
施
さ
れ

ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
　
受
験
資
格

の
年
令
が
滴
1
8
才
以
上
の
座
薬
者
及
び

市
町
村
、
農
業
団
体
等
の
職
員
で
国

県
又
は
民
間
の
研
修
施
設
等
で
所
定

の
研
修
を
終
了
し
た
者
。

㈲
大
型
特
殊
自
動
者
の
免
許
取
得
後
2

年
以
上
の
芙
惑
経
験
が
あ
り
、
且
つ

鰻
姻
研
修
（
経
営
伝
習
農
場
で
3
日

間
実
施
す
る
）
を
終
了
し
た
も
の
。

○
そ
の
他

検
定
試
験
の
場
所
、
申
込
み
方
法
、

問
い
合
わ
せ
先
は
前
記
の
研
修
生
募

集
と
同
じ
で
す
。
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I
A
7
月
の
税
金

固

定

資

産

税

第
二
　
細
分

納

期

限

七
月
二
十
五
　
日

期
限
内
に
完
納
し
ま
し
ょ
う
　
ー

⑩
盆
踊
り
民
謡
醜
習
会
に
つ
い
て

本
年
も
左
記
に
よ
り
盆
踊
り
民
謡
離

宮
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
各
地
区
よ
り

多
数
ご
出
席
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ます。
一
、
期
日
　
7
月
2
1
日
（
土
）
牛
後
6

時
3
0
分
集
合
・
7
時
開
始

二
、
会
場
　
遠
賀
中
学
校
詣
堂

㊨
第
一
回
遠
賀
町
少
女
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

大
会
の
開
催
に
つ
い
て

少
女
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
を
本
年
を

第
一
回
と
し
て
左
記
に
よ
り
開
催
し

ま
す
の
で
御
参
加
下
さ
い
。

一
、
期
日
　
1
月
2
9
日
（
日
）

二
、
会
場
∴
避
雷
中
学
校
グ
ラ
ン
ド

三
、
そ
の
他
　
詳
細
に
つ
い
て
は
体
育

協
会
役
員
会
、
監
督
会
議
で
取
り
決

める。

⑮
統
一
－
一
回
遠
賀
町
少
年
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

大
会
の
開
催
に
つ
い
て

少
年
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
も
本
年
で

三
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。
年
々
盛
会

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
本
年
も
左
記

に
よ
り
関
髄
し
ま
す
の
で
ご
参
加
下

さい。

一
、
期
日
（
第
一
日
）
7
月
2
9
日
（
日
）

（
第
二
日
）
1
月
0
0
日
（
月
）

二
、
会
場
　
第
一
会
場
　
遠
賀
中
学
校

（
A
・
B
コ
ー
ト
）

第
二
会
場
∴
恩
師
小
学
校

（
C
コ
ー
ト
）

第
三
会
場
∴
浅
木
小
学
校

（
D
コ
ー
ト
）

三
、
そ
の
他
　
詳
細
に
つ
い
て
は
体
育

協
会
役
員
会
・
監
督
会
議
で
取
り
決

める。

⑫
十
四
回
遠
賀
郡
民
体
育
大
会
の
お
知

ら
せ

広
く
郡
民
の
間
に
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ

の
普
及
発
達
を
は
か
り
、
健
蝶
で
明
朗

な
郡
民
生
活
の
確
立
に
寄
与
す
る
目
的

を
も
っ
て
、
標
記
大
会
が
左
記
に
よ
り

開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、
本
町
か
ら
も
多

数
参
加
下
さ
る
よ
う
お
固
い
し
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
町
教
育
委
員
会
社
会

教
育
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

一
、
期
日
　
4
8
年
8
月
2
6
日
（
日
）

二
、
会
場
　
水
巻
町

三
、
実
施
競
技
謡
日

用
陸
上
競
技
（
一
般
の
部
・
青
年
の

郊
）
㈲
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
（
一
般

男
子
の
部
・
教
職
貝
男
子
の
部
）
㈲

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
（
一
般
男
子
・
女
子

、
昔
年
男
子
・
女
子
の
部
）
の
軟
式

庭
球
（
一
般
の
部
男
子
・
女
子
団
体

戦
・
個
人
戦
）
㈲
卓
球
（
一
般
の
部

・
昔
年
の
部
男
子
2
名
・
女
子
2
名

）
㈲
バ
ト
、
、
、
ン
ト
ン
　
（
一
般
の
都
・

壮
年
の
部
）
の
柔
道
（
一
役
の
郵
・

背
年
の
鄭
）
㈲
剣
道
（
一
般
の
部
・

昔
年
の
部
）
㈲
弓
道
（
一
般
男
子
・

女
子
の
部
・
団
体
、
個
人
戦
）
の
相

撲
（
一
般
の
部
・
青
年
の
郊
）
0
0
軟

式
野
球
（
一
徹
の
部
）

衛

生

だ

よ

り

㊥
夏
期
一
斉
大
掃
除
の
実
施
に

つ
い
て

夏
期
は
衛
生
的
環
塊
条
件
が
悪
く
心

身
の
健
全
な
る
動
き
が
阻
害
さ
れ
か
ら

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
体
力
の
低
下

を
ま
ね
き
や
す
く
、
ま
た
消
化
器
の
病

気
や
日
本
脳
炎
等
が
こ
の
時
期
に
発
生

し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
本
年
度
も
町
民

の
蝕
塵
の
保
持
と
疾
病
予
防
を
図
る
た

め
、
愛
別
一
斉
大
輔
除
を
実
施
し
ま
す

の
で
、
州
民
各
位
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

竜

一
、
実
施
期
間

七
月
ニ
ト
ロ
∵
（
八
月
十
二
日

二
、
実
施
方
法

実
施
期
間
内
に
各
世
帯
毎
に
適
宜

大
掃
除
を
行
い
町
か
ら
配
付
す
る

薬
剤
を
撒
布
す
る
。

三
、
薬
剤
配
付
（
無
料
）

ス
ミ
チ
オ
ン
一
・
五
％
粉
剤

一
世
帯
に
一
袋
を
配
付
し
ま
す
の

で
、
ゴ
ミ
箱
、
床
下
、
催
下
、
下

水
灘
、
便
所
の
周
辺
な
ど
に
散
布

し
て
下
さ
い
。

㊥
ツ
反
、
e
c
G
接
種
の
実
施
に

つ
い
て

実
施
月
日

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
　
七
月
二
四
日

判
定
　
B
C
G
　
七
月
一
一
六
日

晴
　
間

い
ず
れ
も
受
付
は
十
三
時
～
十
四
時

接
頭
は
十
四
時
～
十
五
時

場
　
所
　
選
賀
田
公
民
館
ホ
ー
ル

対
象
者
　
生
後
二
ケ
月
か
ら
小
学
校
就

学
細
の
乳
幼
児
お
よ
び
三
十

戯
未
満
で
ま
だ
陽
転
し
て
い

な
い
人
。

◎
昭
和
四
十
八
年
度
身
体
瞳
害
者

巡
回
相
談
の
実
施
に
つ
い
て

身
体
陣
害
者
の
更
生
援
護
の
利
便
を

は
か
る
た
め
、
本
年
斑
も
次
の
要
領
で

巡
回
相
談
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
巡
回
相
談
当
日
受
付
の
混

乱
、
非
類
等
の
誤
記
が
な
い
よ
う
十
分

整
備
す
る
た
め
．
寧
前
に
巡
回
相
談
申

込
み
の
受
付
を
い
た
す
こ
と
に
し
ま
し

た
の
で
、
こ
艶
承
の
う
え
ご
協
力
下
さ

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

1
　
巡
回
相
談
申
込
み
受
付
日

0
7
月
1
7
日
　
遠
賀
町
役
場
保
健
室

9
時
5
0
分
－
午
前
日
時
0
0
分
ま
で

代
理
人
で
も
績
榔
で
す
か
ら
こ
の
指
定

日
時
に
で
き
ろ
だ
け
申
込
み
に
来
庁
下

さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

2
　
巡
回
相
談
内
容

0
　
身
体
陪
審
者
手
帳
交
付
に
関
す

る
判
定
（
内
部
疾
患
を
除
く
）

㈲
　
更
生
医
療
の
要
否
判
定

㈲
　
補
装
具
の
交
付
又
は
修
理
の
判

定
の
　
更
生
授
護
又
は
福
祉
施
設
へ
の

入
所
相
談

の
　
そ
の
他
更
生
相
談
に
関
す
る
こ

と。

3
　
対
象
者

身
体
に
機
能
的
障
害
を
有
し
、
身
体

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
（
内
部
疾
患
者
を
除
く
）
及

び
身
体
障
害
者
手
態
所
持
者
で
2
の

う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
相
談
の

必
要
の
あ
る
者
。

4
　
巡
回
相
談
日

7
月
1
9
日
　
芦
屋
町
町
民
会
館

午
前
1
0
時
～
午
後
3
時
ま
で

◎
遠
賀
町
公
展
館
休
館
の
お
知
ら
せ

町
公
民
館
は
鴬
日
頃
皆
様
方
に
こ
利

用
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
左
記
期
日

は
休
館
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
大
変

こ
不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
こ

協
力
の
程
お
願
い
し
ま
す
。
　
館
長

語

休
館
日
　
8
月
1
3
・
1
4
・
1
5
日
3
日
間

◎
心
配
ご
と
相
談
日
の
お
知
ら
せ

七
月
の
必
配
ご
と
相
談
所
を
左
記
の

と
お
り
開
設
い
た
し
ま
す
か
ら
交
通
事

故
、
家
庭
内
の
問
題
、
そ
の
他
日
頃
お

困
り
の
方
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
繕
榔

で
す
か
ら
、
気
軽
に
相
談
さ
れ
ま
す
よ

う
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

記

日
時
　
　
七
月
二
十
三
日
（
月
）

午
後
一
時
～
四
時

場
所
　
　
町
公
民
館
別
館

相
談
員
　
民
生
委
員
、
人
権
擬
製
委
員

保
護
司
、
他


